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平成29年９月高浜市議会定例会会議録（第５号） 

 

日 時  平成29年９月29日午前10時15分 

場 所  高浜市議場 

 

議事日程 

 日程第１ 議案第61号 平成29年度高浜市一般会計補正予算（第５回） 

本日の会議に付した案件 

 議事日程のとおり 

出席議員 

   １番  杉 浦 康 憲           ２番  神 谷 利 盛 

   ３番  柳 沢 英 希           ４番  浅 岡 保 夫 

   ６番  黒 川 美 克           ７番  柴 田 耕 一 

   ８番  幸 前 信 雄           ９番  杉 浦 辰 夫 

   10番  杉 浦 敏 和           11番  神 谷 直 子 

   12番  内 藤 とし子           13番  北 川 広 人 

   14番  鈴 木 勝 彦           15番  小 嶋 克 文 

   16番  小野田 由紀子 

欠席議員 

   な  し 

説明のため出席した者 

市 長 吉 岡 初 浩 

教 育 長 都 築 公 人 

企 画 部 長 神 谷 美百合 

総 務 部 長 内 田   徹 

行政グループリーダー 山 本 時 雄 

行政グループ主幹 中 川 幸 紀 

財務グループリーダー 岡 島 正 明 

市民総合窓口センター長 大 岡 英 城 

福 祉 部 長 加 藤 一 志 

こ ど も 未 来 部 長 中 村 孝 徳 

都 市 政 策 部 長 深 谷 直 弘 

職務のため出席した議会事務局職員 
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議 会 事 務 局 長 加 藤 元 久 

主 査 加 藤   定 

主 査 内 藤 修 平 

 

議事の経過 

○議長（杉浦辰夫） 皆さん、おはようございます。 

 本日も円滑なる議事の進行に御協力のほどお願い申し上げます。 

──────────────────────────────────────── 

午前10時15分開議 

○議長（杉浦辰夫） ただいまの出席議員は全員であります。よって、これより会議を開きます。 

 初めに、本日、議会運営委員会が開催されておりますので、その結果の報告を求めます。 

 議会運営委員長、鈴木勝彦議員。 

〔議会運営委員長 鈴木勝彦 登壇〕 

○議会運営委員長（鈴木勝彦） 御指名をいただきましたので、議会運営委員会の御報告を申し

上げます。 

 本日、委員全員出席のもと議会運営委員会を開催いたしました。 

 市長より、議案第61号 平成29年度高浜市一般会計補正予算（第５回）が追加提出され、説明

を受けた後、その取り扱いについて検討いたしました結果、本日、本会議を開催し、上程、説明、

全体による質疑後、委員会付託を省略し、討論、採決の順序で行うことに決定いたしました。 

 皆様方の御協力をお願い申し上げ、報告といたします。 

〔議会運営委員長 鈴木勝彦 降壇〕 

○議長（杉浦辰夫） ただいま議会運営委員長の報告がありました。 

 お諮りいたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦辰夫） 御異議なしと認めます。よって、本日の議事日程は、お手元に配付してあ

ります日程表のとおり決定いたしました。 

 これより本日の日程に入ります。 

──────────────────────────────────────── 

○議長（杉浦辰夫） 日程第１ 議案第61号 平成29年度高浜市一般会計補正予算（第５回）を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 



－193－ 

○総務部長（内田 徹） 議案第61号 平成29年度高浜市一般会計補正予算（第５回）につきま

して御説明を申し上げます。 

 本案は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に伴いまして、必要な予算を

計上いたすものであります。 

 補正予算書の５ページをお願いします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ1,476万1,000円を追加し、補正後の予算総額を145億580万円

といたすものであります。 

 歳入について申し上げます。18ページをお願いします。 

 14款３項１目総務費委託金は、衆議院議員総選挙執行委託金等を計上いたすものであります。 

 17款１項１目基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整として、財政調整基金繰入金を増額い

たすものであります。 

 歳出について申し上げます。20ページの２款４項２目選挙費をお願いします。 

 11節需用費の消耗品費は、事務用消耗品、ポスター掲示板、啓発用車両の看板など、投開票事

務に必要な消耗品を、印刷製本費は、投票所入場券、広報折り込みチラシ等の印刷費用を計上い

たすものであります。 

 12節役務費の通信運搬費は、主に投票所入場券の郵送料を、手数料の投開票機器調整手数料は、

投票所及び開票所で使用する機器調整手数料を計上いたすものであります。 

 13節委託料の選挙事務委託料は、期日前投票所及び当日投票所における派遣業務委託料を計上

いたすものであります。 

 15節工事請負費は、今回の選挙については、第９投票区投票所として予定をしていた論地町集

会所が高取の祭礼と重なり、会場の確保が困難なため、これまでの旧勤労青少年ホームを投票所

として使用することに伴い、投票所の電源仮設工事費を計上いたすものであります。 

 以上が、一般会計補正予算（第５回）の概要でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉浦辰夫） これより質疑に入ります。 

 ８番、幸前信雄議員。 

○８番（幸前信雄） 二、三確認させてほしいんですけれども、これ、国政選挙の場合というの

は、国の費用100％で、そういう理解でいいんですよね。そういう意味でいうと、財調をどうし

て切り崩しているかというのが理解できないし、この財調切り崩して、後で国のほうから返って

くるんであれば、これまた戻すという理解でいいんですか。 

○議長（杉浦辰夫） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（内田 徹） まず、今回の補正予算でございますが、一般財源を御指

摘のとおり今繰り入れをしております。この国の選挙におきましては、歳入については国会議員

の選挙等の執行経費の基準に関する法律に基づきまして算定をされます。一方、歳出につきまし
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ては積み上げで必要経費を積み上げております。そうしたことから、歳入歳出に乖離があるわけ

でございますが、前回の平成26年度の予算の例で申し上げますと、当初予算ベースでは、歳入歳

出の乖離額が210万円ほどございました。歳出については、歳出予算を超えて支出ができません

ので、例えば人件費でありますとか、一定の慎重に見込んでいる部分がございます。例えば、開

票所の立会人で申し上げますと、最大10人で見込んでおりますけれども、そういった部分につい

ては残額が発生をしてまいります。そうしたことから、26年度の選挙で申し上げますと、決算ベ

ースでは市の持ち出しはほぼほぼなくなる形になっておりました。 

 したがいまして、今後、歳出の削減には努めてまいりますが、市がこれは責任を持って執行し

なければならない事務でございますので、必要な経費を計上させていただいたところでございま

す。 

○議長（杉浦辰夫） ほかに。 

 ほかに質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 反対討論を求めます。 

 賛成討論を求めます。 

 討論もないようですので、これにて討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第61号 平成29年度高浜市一般会計補正予算（第５回）について、原案を可決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（杉浦辰夫） 起立全員であります。よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────── 

○議長（杉浦辰夫） 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 

 再開は、10月17日午前10時であります。 

 本日は、これをもって散会といたします。御協力ありがとうございました。 

午前10時23分散会 

──────────────────────────────────────── 


